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１．要 旨 

 令和７年９月に、東大和市ＧＩＧＡスクール構想に伴う１人１台端末及び教職員等に配備する

校務用端末を更新することに伴い、東大和市校務ネットワーク及び GIGA スクールネットワー

クシステムを更改し、教育現場における各種ＩＣＴ機器の運用を変更するため、現行の東大和市

教育情報セキュリティ対策基準を改定するものである。 

 

（１）主な改定内容 

  教職員等に配備する校務系システムの接続方法に関する運用の変更に伴う改定 

  

（２）影響及び効果 

  本基準を改定することにより、校務や学習活動における情報セキュリティ対策を適切に講じ

ることができる。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

 令和３年３月 東大和市教育情報セキュリティ対策基準を策定 

 令和７年８月２９日 令和７年第８回東大和市教育委員会定例会において改定案を承認 

 ３．留意事項（問題点等） 

 本対策基準は、東大和市セキュリティポリシー（東大和市情報セキュリティ基本方針）に基づ

くものであり、令和７年３月版の文部科学省「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドラ

イン」に準拠している。 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

  庁議終了後、速やかに改定における手続きを進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、木曜日の正午までに提出。 


